
佐賀県造林事業実施要領 

                             

最終改正（令和８年５月１１日林業第３０４号） 

 

第１ 趣旨 

 この要領は、佐賀県造林事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるも

ののほか、造林事業について必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 定義及び取扱い等 

１ 交付要綱第２条別表の森林環境保全直接支援事業、特定機能回復事業は、森林環境保

全整備事業実施要綱（平成１４年３月２９日付け１３林整整第８８２号）第２（以下

「実施要綱」という｡）に定めるそれぞれの事業とし、当該事業の実施については実施

要綱、森林環境保全整備事業実施要領（平成１４年３月２９日付け１３林整整第８８５

号。以下「森林環境実施要領」という。）、森林環境保全整備事業実施要領の運用（平

成１４年１２月２６日付け１４林整整第５８０号。以下「森林環境実施要領の運用」と

いう。）に規定がある場合は当該規定による。 

２ 交付要綱第２条別表の規模欄中「１施行地」とは、原則として接続する区域とする。 

３ 交付要綱第５条第四号中「森林保険」とは、森林保険法による森林保険をいう。 

４ 交付要綱第２条中「林野庁長官が承認した外国樹種」とは、森林環境実施要領の運用

第１１に規定する外国樹種とする。 

５ 交付要綱第３条第１項中「補助金交付申請書」は、様式第２号とし、申請に必要な書

類は別表（様式第２号関係）のとおりとする。 

６ 交付要綱第３条第２項第一号の「位置図及び施業図」については、「位置図」は、施

行地の位置を示した５万分の１の地形図又はこれに準ずるものとし、「施業図」は、様

式第３号により作成する。 

７ 交付要綱第３条第２項第三号の「第２条第４項各号のいずれにも該当しないことを

誓約する書面」は、様式第１５号により、実業主体毎（市町及び森林組合は除く。）に

作成する。 

８ 交付要綱第４条第２項第一号中「委任状及び精算依頼書」は、様式第４号とする。 

９ 交付要綱第５条第六号中「あらかじめ知事にその旨を届け出る」は、様式第５号によ

り届け出るものとする。 

第３ 事業内容等 

 事業内容等については、森林環境実施要領第１、別表１、別表３及び別表４によるもの

とする。 
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第４ 補助金の交付申請 

１ 交付要綱第３条に定める申請書の提出期限は原則として、下記の表によることとす

る。 

第１期 第２期 第３期 

6月30日 9月30日 2月20日 

２ 交付要綱第２条別表の「森林環境保全整備直接支援事業」及び「特定機能回復事業」

に係る補助率欄中、「10分の5（ただし、(12)にあっては、当該事業実施箇所を管轄す

る市町が8.5%以上の上乗せ補助を実施した場合に限る。）以下「森林作業道上乗せ補助」

という。」の規定による補助を受けようとする当該申請者にあっては、要綱第３条第１

項に定める補助金の交付申請書に、当該市町長へ提出した上乗せ補助に係る「補助金交

付申請書」の写しを添付するものとする。ただし、当該市町長が上乗せ補助を担保する

書面を添付し、これを知事が認めた場合は、この限りではない。 

３ 交付要綱第４条に基づく補助金の申請及び受領の委任を受けた者（以下「代理人」と

いう｡）は、次に掲げる事項に留意のうえ、補助金の交付を受けようとする者（以下「施

行主体」という｡）に代って補助金の交付申請を行うものとする。 

（１）代理人は、申請手続等について施行主体に対する指導を行うこと。 

（２）代理人は、施行主体より造林事業完了届（様式第６号）を提出させること。 

（３）届出のあった造林事業施行地（以下「施行地」という。）に対して、代理人は技術

員による現地調査を必ず行い、土地台帳及びその附図面等と照合して地番及び面積

等を正確に把握すること。 

（４）面積はコンパス等による実測又はGNSS等による測量により把握するものとする。た

だし、精度の高い既存の図面がある場合は、これを利用して求めることができるもの

とする。 

（５）下刈であって、別に定める施行地毎の着工前後写真並びに当該施行地の新植時の施

業図が造林事業完了届に附してあったときは、（３）の規定に関わらず、現地調査を

省略することができる。 

４ 農林事務所長は、交付要綱第６条に基づき提出された補助金交付申請書を取りまと

め、竣工検査を実施し第４の１で定める期限までに、林業課長に送付するものとする。 

ただし、様式第２号に定めるものを除く添付書類については農林事務所において管

理 

するものとする。 

５ 農林事務所長は、現地検査の件数が多く検査に多くの日数を要する場合、また、間 

伐において、搬出した材積の確定に多くの時間を要する場合など補助金交付申請の事

前に一部現地検査が必要と判断される場合は、これを行うことができるものとする。 

なお、その際、施行主体は、一部検査依頼（様式第１６号）に必要書類を添付し提出

するものとする。 
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６ 補助金の交付申請を行うにあたって申請者は受委託契約書などの事業の実施に必要

な書類を事前に準備して整理しておくものとする。 

 

第５ 竣工検査 

１ 農林事務所長は、申請者又は代理人の立会いにより施行地ごとに検査指針により竣

工検査を行うものとする。 

２ 農林事務所長は、竣工検査を実施したときは造林事業検査調書（様式第７号）を整理

し、その写しを林業課長に送付するものとする。 

 

第６ 補助金の査定 

 知事は、森林環境実施要領第１０並びに森林環境実施要領の運用第１６の規定に基づ

き補助金の査定を行う。 

 

第７ 補助金の交付決定及び確定通知等 

１ 知事は、補助金の交付決定及び額の確定をしたときは造林事業補助金交付決定及び

額の確定通知書（様式第８号）により申請者に通知するものとする。 

２ 代理人は、前号の通知を受けたときは速やかに造林補助金交付決定内訳書（様式第９

号）の閲覧及び補助金の交付条件等の周知徹底を施行主体に行うものとする。 

 

第８ 補助金の請求及び受領 

１ 補助金の請求は様式第１０号により行うものとする。 

なお、「森林作業道上乗せ補助」に係る請求が含まれる場合は、当該市町が森林作業

道整備に対し、上乗せ補助を行うことが確実であることの証明となる「補助金の交付決

定通知書」等の写しを添付するものとする。ただし、当該市町が上乗せ補助を担保する

書面を添付し、これを知事が認めた場合は、この限りではない。 

２ 代理人は、補助金の請求及び受領については佐賀県森林組合連合会代表理事会長（以

下「復代理人」という｡）に事務を委任することができる。 

３ 復代理人は、補助金の請求及び受領をするときは委任状(様式第１１号)を知事に提

出するものとする。 

４ 代理人又は復代理人は、当該事業に係る種苗代、肥料代、森林保険料、森林環境保全

直接支援事業の間伐及び更新伐のうち申請単位に係る事業主体が複数であるものの実

施に必要な経費の一部であって、あらかじめ書面により各事業主体が負担することを

合意しているもの並びに知事へ届け出た手数料以外は補助金から差引いてはならない。 

 

第９ 造林事業施行地台帳等 

１ 知事は、造林補助事業施行地の転用制限に係る条件の実行を確保するため、事業規模

-3-



が１ha以上の施行地について造林事業施行地台帳（様式第１２号）を整備するものとす

る。ただし、造林事業補助金交付申請内訳書（様式第２号）及び造林事業補助金交付決

定内訳書（様式第９号）がこれに代わることができるものとする。 

２ 森林作業道を開設及び改良した事業主体又は当該森林作業道を管理する権原を有す

る者は、当該路線の維持管理に努めるものとし、佐賀県森林作業道作設指針（平成 

２５年３月２９日付け林業第１９８７号。以下「作業道指針」という。）第１３の規定

に基づき、森林作業道台帳を整備するものとする。 

３ 県は、作業道指針第１２の規定に準じ指導にあたるものとする。 

 

第１０ 森林保険 

 人工造林を実施した事業主体は、当該事業の施行地について、森林保険に10年間加入

し、適正な維持管理を行うものとする。 

 

第１１ 事務取扱い手数料等 

１ 代理人又は復代理人が受ける造林事業補助金申請事務取扱い手数料（補助金の支払

い等に要する経費を含む。以下「手数料」という。）は当該事務に要する実費の範囲内

とし、あらかじめ事業主体に対し書面その他の方法により内容、金額等について周知す

る等、その透明化を図るものとする。 

２ 代理人又は復代理人が手数料の料率を定めようとする場合は、手数料届出書（様式第

１３号）を知事に提出するものとする。なお、手数料の料率を変更する場合は手数料変

更届出書（様式第１４号）を知事に提出するものとする。 

 

第１２ 造林事業の実施に伴う実施基準 

 佐賀県造林事業実施要領運用規程によるものとする。 

 

第１３ 伐採等に伴う手続 

 植栽に係る伐採、間伐、更新伐等の伐採行為を行う場合は、造林事業補助対象の如何に

関わらず、森林法第１０条の８、第１０条の９、第１５条及び第３４条の規定に基づき伐

採届の提出又は保安林内立木伐採許可等の申請を行わなければならない。 

 また、他の法令等の規程による届出及び申請等が必要な場合は、事前に手続を行うこと

とする。 

 

第１４ 事故報告 

 事業の実施において、死亡事故等の重大な事故又は通院を必要とする怪我などの事故

が発生した場合は、事故の概要及び原因、対応状況を速やかに所管の農林事務所へ報告を

行うものとする。 
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第１５ その他 

 この要領に定めるもののほか、造林事業の実施について必要な事項は、知事が別に定め

る。 

 

第１６ 付則 

 この要領は、令和８年度（第２期申請）に係る事業から適用する。 

ただし、改正要領の施行日より以前に着手している場合は、この限りとしない。 
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様式第２号 

第     号 

年  月  日 

 

 

 佐賀県知事      様 

 

 

申請者 住所            

氏名                 

 

 

  年度 造林事業補助金交付申請書 

 

 

  下記のとおり造林事業を完了したので、補助金を交付されるよう佐賀県補助金

等 

交付規則及び佐賀県造林事業補助金交付要綱の規定により関係書類を添えて申

請します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付申請内訳書  別記のとおり 

 

２ 事業の効果 

 

 

（注）「２ 事業の効果」については、客観的指標に基づいて記載し、特に事 

 業計画で意図していた事業効果がどの程度発現されたか、期待できるのかと

いう 

観点から記述すること。 
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 別表（様式第２号関係） 申請書に必要な書類等 

必要書類名称 様 式 備    考 

１ 申請書総括・内訳書 第 2 号  

２ 
造林事業補助金交付申請内訳書（付

表） 
第 2 号関係 

人工造林のうち森林災害復旧事業により実施した場

合に添付 

３ 樹種別苗木単価表 
第 2 号関係別

紙 
ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ・ｸﾇｷﾞ以外を植林した場合に限る 

４ 実行経費確認表 
第 2 号関係別

紙 
市町が事業実施（請負の場合） 

５ 社会保険等の加入状況実態調査表 
第 2 号関係別

紙 
森林環境実施要領の運用別表 1 のｺ 

６ 送電線下等施行地における調査表 
第 2 号関係別

紙 
補助金返還事案の発生防止 

７ 
造林事業施行地における森林所有者電

話番号一覧 

第 2 号関係別

紙 

森林環境実施要領の運用別表 1 のｱ 

市町が事業主体の場合及び代理申請の場合 

は除く 

８ 平均胸高直径調査表 様式第 17 号 
森林環境実施要領の運用別表 1 のｹによる 

12 齢級以上の保育間伐を実施する場合に限る 

９ 位置図・施業図  
施業図は 

様式第 3 号 

位置図は 5 万分の 1 地形図又はこれに準ずるもの。

ただし、施行地の位置、区域、面積、施業状況がわ

かるオルソ画像等を提出する場合は省略可。 

１０ 誓約書 様式第 15 号 市町・森林組合が事業主体の場合は除く 

１１ 委任状及び精算依頼書 様式第 4 号 
事業主体から委任を受けた者が補助金の交付申請又

は受領を行う場合に限る。 

１２ 搬出材積集計表 任意 間伐、更新伐に係る交付申請に限る。 

１３ 森林作業道整備線形図 
森林計画図 

・施業図等 

縮尺 5 千分の 1 の森林計画図等 

簡易構造物は、設置箇所を明示する。 

ただし、施行地の線形や施業状況がわかるオルソ画

像等を提出する場合は省略可。 

１４ 森林作業道簡易構造物出来高図 －  

１５ 森林経営計画の作成に関する同意書 様式第 18 号 
森林環境実施要領の運用別表 1 のｼに該当する場合

に限る 

１６ 
森林作業道市町義務負担分補助金 

交付申請書（写） 
－ 

第 4－2 

交付決定の写しまたは市町長の上乗せ補助を担保す

る書面で知事が認めたもの 

１７ 標準地調査表 任意 13 齢級以上、標準伐期齢の 2倍を超える場合に限る 

１８ 伐採及び伐採後の造林の届出（写） － 
人工造林及び樹下植栽等に限る 

なお、森林法施行規則第 14 条第 2 項に基づく 

線下伐採は不要 

１９ 
伐採後の造林に係る森林の状況報告

（写） 
－ 

人工造林及び樹下植栽等に限る 

なお、森林法施行規則第 14 条第 2 項に基づく線下 

伐採は不要 

２０ 森林所有者等との協定書（写） 
様式第 19-1 号 

～19-4 号 

森林環境実施要領第 1 の 1 の(2)に該当する事業の

申請をする場合に限る 

２１ 受委託契約書（写） － 
森林経営計画認定者及び森林環境実施要領第 1 の 1

の(2)に該当する事業の申請をする場合は除く 

２２ 分収林契約書（写） －  

２３ 請負契約書（写） － 請負に付した場合 

２４ 
安全・「みどりチェック」 チェック

シート 

佐賀県造林事業実

施要領運用規程 

参考様式４ 

事業主体が記入する。事業主体が請負により実施す

る場合は請負者が記入する。 

各年度の初回申請の際に提出する。 

２５ 森林作業道作設に係るチェックリスト 様式第 20 号 

森林作業道の開設の場合、1施行地毎に作成する。

事業主体が記入することとし、請負により実施する

場合は請負者が記入する。 -7-



造林補助金交付申請書 別紙  

送電線下等施行地確認表 

年  月  日 

 

申 請 者 名：     

確認者氏名：    

                      

 
１   年度 第 期申請においては、送電線下等の施行地はありませんで 

した。 

 

２   年度 第 期申請における下記施行地においては、送電線下等である

ものの、「○○○○電力会社」に確認した結果、立木と送電線の間に十分な

離隔距離（「電気設備に関する技術基準を定める省令」の規程による離隔距

離） 

あること、また送電線等の張替え及び鉄塔等の建替えによる造林事業の実

施に支障がないことを確認しました。 

 
注） 

※ １、２の何れかを記載すること。 

※事業実施年度の翌年度から起算して、最低５年以上は確実に離隔距離に抵触しな 

いこと、また送電線等の張替え及び鉄塔等の建替えの計画がないことを確認

すること。 

 

記  

   

申請番号 市 町 名 （ 旧 町 村

名） 

大字・字・地番 施業種 樹種 林齢 備考 

 ○○市（○○町）      

       

       

       

       

       

       

       

       

 

注） 番号は、申請書（造林事業補助金交付申請内訳書）の番号と一致させること。 

上記については、送電線下等の施行地のみ記載すること。 
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 造林補助金交付申請書 別紙  

造林事業施行地における森林所有者電話番号一覧表 

年  月  日 

 

申 請 者 名：     

記入者氏名：    

                      

 
  年度 第 期申請において、施行地における森林所有者の電話番号は下

記のとおりです。 

 

記  

   

森林所有者 電話番号 申請番号 

  例：人工造林１，２，３… 

  間伐１，２，３… 

   

   

   

   

   

   

 

注）複数の申請番号に該当している森林所有者の申請番号欄には、該当している施業種毎の

申請番号を記載するものとする。 
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造林事業補助金交付申請内訳総括表

面積
(ha)

延長
(ｍ)

平均搬出
材   積
(m3／ha)

事業量

備　　　　　考

　 年度 申請者

(第　期)

番 号 市町 申請区分 事業名 計画名 施業種

グ
ル
ー
プ

番
号
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造林事業補助金交付申請内訳書

造　　林　　地 整 備 区 分 事　業　量

大字
字

発生年月 契約区分･請負先 種　　　 別 苗木入手先 (ha) (ｍ)

※（事業主体名）は、自ら所有する森林において自力で施業を行った事業について、代理で申請する場合に記入する。
　その他の代理申請については、委任状において事業者を確認する。

法定
福利費率災害名

簡易構造物

現場管理費
有無

備　考枝
番

旧町村 地　番 造 林 区 分
面積 延長

林齢

番

号

施工
団地
(森災
事業)

所有者区分
(事業主体名)

樹　種
(上:第一樹種)
(下:第二樹種)

本数
搬出材積

(m3)

様式第２号

平均

合計

グループ番号

　年度
(　　　)

申 請 者 市町 申請区分 事　業　名 施 業 種計　画　名
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造林事業補助金交付申請内訳書（付表）

造　　林　　地 整 備 区 分

大字
字

発生年月 契約区分･請負先 種　　　 別 (ha) (%) (%) (ha) (ｍ)

※（事業主体名）は、自ら所有する森林において自力で施業を行った事業について、代理で申請する場合に記入する。
　その他の代理申請については、委任状において事業者を確認する。

機能区分
(木水山
生保)

備　考枝
番

旧町村 地　番 造 林 区 分
区域面積 被害率 実施率 面積

番

号

施工
団地
(森災
事業)

所有者区分
(事業主体名) 搬出材積

(m3)

事　業　量

簡易構造物
延長

災害名

平均

合計

グループ番号

　年度
(　　　)

申 請 者 市町 申請区分 事　業　名 施 業 種計　画　名
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様式第２－２号

事業量

面積
(ha)

造林事業（下刈における熱中症及び安全対策）補助金交付申請内訳書

備　　　　　考

　 年度 申請者

(第　期)

番 号 市町

※事業主体が請負に付す場合は、熱中症及び安全対策費を設計積算に計上した場合又は契約書に熱中症及び安全
対策費を含む旨を確認できる場合を対象とする。

合計
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造林事業補助金交付申請書　別　紙

申請者： 事業名： 市町：

造林地 森林所有者 造林区分 面積 樹　種 植栽本数 苗木代 単　価 備　考

（大字・字・地番） 又は造林者 （ｈａ） a（本） b（円） b/a（円）

１　申請番号（枝番）・造林地・森林所有者又は造林者・造林区分及び面積の欄は申請書から転記する。

２　一つの番号（枝番）に複数の樹種がある場合は、樹種毎に植栽本数・苗木代を記入する。

３　番号（枝番）毎に計をとり、単価は計で算出する。

 　　年度　樹種別苗木単価表

（スギ、ヒノキ、クヌギ以外の場合に作成 ）

枝
番

番
号

-14-



造林補助金交付申請書　別紙　実行経費確認表 ( 市町名：　　　　　　　　　 事業主体名：　　　　　　　　)

<確認者　職：　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　>

期 申請区分 直　　接 契約区分 請　　負

計画地区名 施 業 種

単位：円

申請番号 直　　　接　　　経　　　費 申　　請

枝 計 計 計 合計 実行経費

番 a b c a+b+c=d f*d/e

　

設

計

・

見

積

金

額

計

消費税

契約金額

合　　計 f

※ 記入要領 ① 当表の作成は、契約毎に別葉とする。
② ｢申請番号｣欄は、補助金交付申請書の番号と一致させる。
③ 申請番号毎の内訳が設計書または見積の中で明確でない場合は、総額からの按分とするが、その際、面積や施業内容(造林区分等)を考慮して行うこと。
④ ｢資材代｣欄は、苗木、肥料等である。｢機械経費｣欄は、機械燃料費も含む。これらに該当しないものについて｢その他｣欄に記入する。
⑤ 直接経費、共通仮設費及び間接費の算出が率による場合は、各々その内容に該当する項目に○印をつけ、そのうち最も金額が多いと思われる欄に経費全体額を記入する。
⑥ 「補助金の査定に用いる間接費の実態」欄における「現場管理費の有無」は、雇用契約の有無の状況を記入し、「社会保険料等の加入状況の実態」は、別紙の「社会保険等の加入
　 実態状況調査表」から該当する率を記入する。(0%､3%､10%､13%､18%の何れかを記入。)
⑦ 当書類に設計書、単価表等の根拠書類を添付し、農林事務所職員の確認を受けること。農林事務所職員は、必要があれば経費を査定し、朱書訂正すること。

運搬費 安全費 測量設計費 その他準備費

年 度

事 業 名

共　　通　　仮　　設　　費

労務費 資材費 機械経費 その他 現場管理費 社会保険料等
現場管理
費の有無

間　接　費
補助金の査定に用
いる間接費の実態

社会保険料
等の加入状
況の実態

e
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造林補助金交付申請書　別紙

年 度 期 市町 計画名 申請区分 施業種 造林区分 整理番号

加入 ６点 加入 １点 加入 ５点 加入 10点 加入 ２点 加入 ３点
　 　

　

　
※ 記入要領 (参考)
　①申請書内訳書の整理番号毎(１施行地毎)に１枚を作成すること。 適用加算率

　②各作業者毎の加入区分(労災保険、雇用保険･･･)毎に加入の有無と配点数を記入すること。 1点未満  0 %
　③国民年金及び国民健康保険は加算対象外。 1点以上 7点未満  3 %
　④70歳以上は厚生年金保険に加入できないため、注意すること。 7点以上 13点未満  10 %

13点以上 23点未満  13 %
23点以上  18 %

社会保険等の加入状況実態調査表

申請者 事業名 作業期間

　

直営・
請負別

備　考中退共以外

退職金共済

中退共

合計点数
平均点数

適用加入率

平均点数

計作業者名
労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険
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様式第３号

(       )

注) １　一施行地ごとに記載すること。

 　【記載例】

施行地
樹種

(林齢)
面　　積（ha） 所有者名（住所・氏名）

市町名 林班
（準林班(小班群)）

小班 事業名

     ４　GNSS測量による場合は、方位角は省略することができる。

注）１ 周辺の地形地物等の特徴を記載すること。
     ２ 縮尺は、2ha以下500分の1、2～5ha1,000分の1、5ha以上2,500分の1を目途とする。

     ２　面積測定方法は、一施行地毎に実測し、野帳の写しを添付すること。
         ただし、精度の高い既存の図面がある場合は、これを利用して求めることができる。
     ３　面積の単位はhaで、小数点以下第２位とし第３位を四捨五入する。

大字○○字○○１－１

施業種
（造林区分）

　　年度　造林事業施業図 申請番号:　  　     　　

縮尺 １／５,０００

除地

車 道

測量野帳は別様も可

No,１-１

No,１-2

管

管
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様式第３－２号

１　施行場所
○○市○町大字○字○

２　測定年月日
令和○年○月○日

３　施業種
間伐

４　測地系
日本測地系 世界測地系

５　測量機器詳細

６　測量結果

データ数
（エポック数）

（測量時の注意）

・１測点につき、データ取得間隔は１秒、観測回数は10エポック以上であること。

・観測時のDOP値（PDOP又はHDOP）は３以下であること。

・観測時の捕捉衛星数は４以上であること。

DOP値

申請番号

測量野帳（GNSS測量）（作成例）

測点番号 X座標

測量機器名
測量精度（カタログ等から引用）

捕捉
衛星数Y座標
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様式第４号 

委任状及び精算依頼書 

年  月  日 

 

（代理人の名称）○○○○ □□□□  様 

 

委任者 住所            

氏名           

 

私は、○○○○ □□□□を代理人（復代理人の場合は佐賀県森林組合連合会代表理事会

長）と定め次の１の事項を委任します。 

 なお、あわせて、補助金受領の際、下記２の代金を精算されるよう依頼します。 

 

記 

 

１   年度造林事業補助金の交付申請、請求及び受領に関すること。 

 

２ 精算代金 

（１）造林補助金事務取扱手数料 

 

（２）申請にかかる造林地に使用した苗木代 

 

（３）申請にかかる造林地に対する森林保険料 

 

（４）この事業施行地に使用した肥料又は繩代等 

 

（５）委託事業に係る委任料 

 

３ 申請箇所 

 

 市町名（旧町村名） 大字・字・地番 備 考 

○○市（○○町）   

   

   

   

   

注）１ 住所、氏名は自筆とすること。 
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様式第５号 

 

造林事業施行地転用届 

 

第     号 

年  月  日 

  

佐賀県知事      様 

 

住所             

氏名(自署)                   

   

 下記のとおり造林事業施行地を転用したいので、佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県造林

事業補助金交付要綱の規定により届け出ます。 

 

造林地 

 

  

面積 

    

補助金交付 

決定年月日 

番   号 

    

補助金受領額 

      

左の造林地の 

うち転用した 

い林地面積 

 

 転用の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 月 日 

 第   号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          円 
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様式第６号 

年度 造林事業完了届 

№ 事業名  完了日    年 月 日 

施業種 
 

＊ 整 理 番 号    
 

事 業 

箇 所 

         市 

                 大字   字 

町 

所有者・地番確認 

  

 

内 

 

 

訳 

大字 字 地 番 樹 種 林齢 数 量

ha,ｍ 

備 考 ※注)５ 

       

       

       

       

       

       

計 
  

☆これまでに、この場所について補助金又は融資を受けたこと 無 ・ 有 

☆所有規模 0.5ha未満，0.5～1ha，1～5ha，5～20ha，20～50ha，50ha以上 

 上記のとおり事業を完了したので届けます。なお造林補助金交付申請の手続きをお願い

します。                                    年  月  日 
                     様 

                              事業者 住所 

                                      氏名             

 

                              受付者 氏名                        

 
注) １ ☆印は○で囲むこと。＊印は代理人で記入し、｢整理番号｣は申請書と整合すること。 

２ 「所有者・地番確認」欄には、「土地課税台帳により確認済」等と記入する。 
３ 「施業種」：人工造林、下刈、除伐、保育間伐、間伐、枝打ち、更新伐、森林作業道等を記入

する。 
４ 「数量」：面積（ha）または延長（ｍ）を記入する。 
５ 「備考」：人工造林：植栽本数､植栽前の状況(樹種､果樹園､水田､竹林､原野､災害復旧等)､苗木

の購入先を記入する。 
        間  伐：「伐捨」「搬出」のいずれか及び搬出材積(m3)を記入する。 
        枝打ち：枝打ち前後の枝下高（ｍ）を記入する。 
        更新伐：「搬出なし」「搬出あり」のいずれか及び搬出材積(m3)を記入する。 
６ 事業者は、その山林の所有者（登記されている人、または税金を支払っている人）としその者

の住所及び名前を記入する。 
７ 完了届は申請番号の順に綴じて代理人において保存すること。（県への提出は不要） 
８ 代理人は、個人毎に別葉とせず一覧表形式で整理することができるものとする。 

９ 電話、口頭による届出についても受け付けて､代理人において完了届を整理すること。 
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調書作成日　　　年　　月　　日

造 林 事 業 　 検 査 調 書
申　請　者 市 町 事　　業　　名 計　　画 施　業　種 件 数 検　査　年　月　日

(　)  　　年　　月　　日　～

　　年　　月　　日

(　)

(　)  　　年　　月　　日　～

　　年　　月　　日

(　)

(　)  　　年　　月　　日　～

　　年　　月　　日

(　)

（　　）は現地検査件数を記入するものとする

検　査　確　認　者
農林事務所 所　属 職　名 氏　　　　　名

　※様式第７を添付する。

　※申請者ごとに別葉とする。
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様式第７号

造林事業検査調書

造　　林　　地 整 備 区 分

林齢 区域面積 被害率 実施率

発生年月 契約区分･請負先 種　　　 別 苗木入手先
搬出材積

(m3)
(ha) (%) (%) (ha) (ｍ)

※（事業主体名）は、自ら所有する森林において自力で施業を行った事業について、代理で申請する場合に記入する。
　その他の代理申請については、委任状において事業者を確認する。

備　考枝
番

旧町村
大字
字

地　番 造 林 区 分
面積

施工
団地
(森災
事業)

事業主体

所有者区分
(事業主体名)

樹　種
(上:第一樹種)
(下:第二樹種)

本数

延長

災害名

番

号

事　業　量

簡易構造物 機能区分
(木水山生保)

グループ番号

　年度
(　　　)

申 請 者 市町 申請区分 事　業　名 施 業 種計　画　名
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様式第８号 

第      号 

 年 月 日 

 

               様 

 

 

  佐賀県知事     印  

 

 

 

年度造林事業（  ）補助金の交付決定及び額の確定について（通知） 

 

                              

    年  月  日付け  第   号で申請のあった    年度造林事業補助金 

については、佐賀県補助金等交付規則（昭和５３年佐賀県規則第１３              号）第４条第 

１項の規定により、下記のとおり交付することに決定し、あわせて、同規則第１３条 

の規定により、その額を確定したので、同規則第６条及び第１３条の規定により通知 

します。 

 

記 

 

１ この補助金の対象となる事業は   年  月  日付け  第   号で申請の

あった造林事業とし、その内容については当該申請書記載のとおりとする。 

 

２ 補助対象面積                          ｈａ（別紙内訳書のとおり） 

 

３ 補助金の交付決定及び確定額 金                         円（別紙内訳書のとおり） 

 

４ この補助金は、次の事項を条件として交付するものとする。 

（１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和３０年法律第１７９号)及

び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和３０年政令第２５

５号)並びに佐賀県補助金等交付規則(昭和５３年佐賀県規則第１３号)及び佐賀県

造林事業補助金交付要綱(昭和５３年佐賀県告示第８６７号)の規定に従うこと。 

（２）人工造林にあっては、枯損箇所の補播植を行うこと。  

（３）森林作業道以外の事業にあっては、森林保険に加入する等、適正な維持管理に努

めること。 

（４）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び整備した証拠書類は、補助

事業完了後５年間保管すること。 

また、竣工検査時に農林事務所が確認した書類（佐賀県造林事業検査指針様式 6 

号に定める書類）についても、翌年度から起算して５年間保存すること。 

（５）補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内（特定機能回復事業（森林緊

急造成、被害森林整備、重要インフラ施設周辺森林整備及び林相転換特別対策(花粉

発生源対策タイプ)に限る。）にあっては、おおむね１０年以内）に当該補助事業の

施行地を森林以外の用途に転用する行為（当該補助事業の施行地を売り渡し、若し

くは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森

林以外の用途へ転用される場合を含む。）又は当該補助事業の施行地における立木
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竹の全面伐採除去を行う行為（森林作業道整備を除く。）その他補助目的を達成す

ることが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ知事にその旨を届け出

るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返

還すること。 

（６）森林法第１１条第１項に規定する森林経営計画（以下「森林経営計画」という。）、

森林経営管理法（平成３０年法律第３５号）第３５条第１項に規定する経営管理実

施権配分計画（以下「実施権配分計画」という。）及び同法第５１条第１項に規定

する権利集積配分一括計画（以下「一括計画」）に基づいて行う造林事業において、

森林経営計画、実施権配分計画及び一括計画の認定の取消しの通知を受けたときは、

交付を受けた補助金相当額（森林環境保全整備事業実施要領（平成１４年３月２９

日付け１３林整整第８８５号林野庁長官通知。以下「森林環境要領」という。）別

表４の森林環境保全直接支援事業の(１)又は(２)に掲げる査定係数が適用され、当

該事業が森林環境要領別表４の森林環境保全直接支援事業の(３)に掲げる査定係数

が適用される場合にあっては森林環境要領別表４の森林環境保全直接支援事業の

(３)に掲げる査定係数を適用して算定される補助金相当額との差額）を返還するこ

と。 

（７）更新伐を行った場合、当該更新伐を行った林地につき、その翌年度から起算して

原則として２年を経過するまでの間に更新が確実に図られていないため、知事が速

やかな更新を図るため植栽を行うよう指示した場合に、当該指示に従わないときは、

交付を受けた更新伐に係る補助金相当額を返還すること。ただし、植栽以外の方法

により確実に更新が図られると知事が認めた場合は、この限りではない。 

（８）「長期育成循環施業の実施について」（平成１３年３月３０日付け１２林整整第

７１８号林野庁長官通知。以下「長期育成循環施業通知」という。）に規定する更

新伐の個別林分型において立木の材積が長期育成循環施業協定若しくは森林環境保

全整備事業計画に定める維持すべき立木の材積を下回ることとなる伐採を行つたと

き、又は長期育成循環施業通知に規定する更新伐のモザイク林誘導型において施業

実施年度から起算して５年以内に伐区の隣接区域において長期育成循環施業の一環

として更新伐を実施したときは、交付を受けた更新伐に係る補助金相当額を返還す

ること。 

５ 補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る

消費税等相当額があることが確定した場合は、下記によりその報告をするとともに、

知事の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額に相当する補助金を返還しなけ

ればならない。 

 （ア）標準単価に基づき補助金の交付を受けた場合 

 別紙１により当該補助金の確定額等を速やかに知事に報告すること。ただし、当

該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があることを明らかにして補助金の交

付を申請し、仕入れに係る消費税等相当額に相当する補助金額を減額した補助金の

交付を受けた場合には、報告を要しない。 

 （イ）実行経費により補助金の交付申請を行い、補助金の交付を受けた場合 

 別紙２により確定した仕入れに係る消費税等相当額（仕入れに係る消費税等相当

額があることを明らかにして補助金の交付を申請し、仕入れに係る消費税等相当額

に相当する補助金額を減額して補助金の交付を受けた場合にあっては、その減じた

額を上回る部分の金額）を速やかに知事に報告すること。 

６ 請求書を 年 月 日までに林業課へ提出してください。 

（担当課：林業課）
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別紙１ 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 佐賀県知事      様 

 

 

                                       住所 

                         補助事業者 

                                       氏名          
 

 

 

  年度佐賀県造林事業仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

 

 

     年  月  日付け林政第    号で交付決定及び額の確定通知があった

造林事業補助金について、同通知５の（ア）の規定により下記のとおリ報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付申請  年  月  日付け 第   号 

 

２ 補助事業者名 

 

３ 森林所有者及び造林地等  別紙のとおり 

 （該当分を明らかにした補助金交付決定内訳書の写しを添付すること） 

 

４ 仕入れに係る消費税等相当額の対象となる補助金の確定金額 

 ①   年  月  日付け  第   号により額の確定通知があった 

  補助金額  金       円 

 ② ①のうち仕入れに係る消費 

税等相当額の対象となる 

  補助金額  金       円 
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別紙２ 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 佐賀県知事      様 

 

 

                                       住所 

                         補助事業者 

                                       氏名          
 

 

 

   年度佐賀県造林事業仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

 

 

     年  月  日付け   第   号で交付決定及び額の確定通知があった

造林事業補助金について、同通知５の（イ）の規定により下記のとおリ報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 佐賀県補助金等交付規則第１３条の補助金の額の確定額 

金       円 

 （  年  月  日付け  第    号による額の確定通知額） 

 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

金       円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

金       円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

金       円 

 

 

 

 

 

 

（注）事業主体別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。 
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様式第９号

造林事業補助金交付決定内訳書

造　　林　　地 契約区分･請負先 事 業 量 補　助　金　査　定　　(単位:円)

旧町村 大字･字 地番 整　備　区　分

発生年月 造　林　区　分 現場管理費有無

種　　　　　別 本 数 林 齢 法定福利費率 作業 特認 査定 国費 県費

※（事業主体名）は、自ら所有する森林において自力で施業を行った事業について、代理で申請する場合に記入する。

番

号

施工
団地
(森災
事業)

樹　種
(上:第一樹種)
(下:第二樹種) 搬出材積

(m3)

簡易構造物
枝
番

面積
(ha)

延長
(ｍ)

標準単価
(括弧の金額は
簡易構造物)

標準/実行
経費

査定経費 補助金額災害名 苗木入手先 係数

所 有 者 区 分
(事 業 主 体 名)

標準設計/断面
が適用できない

部分
(単位:円)

平　均

合　計

グループ番号

　年度
(　　　)

申 請 者 市町 申請区分 事　業　名 施 業 種計　画　名
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様式第１０号 

第     号 

年  月  日 

 

 佐賀県知事      様 

 

           

補助事業者 住所           

氏名           

 

 

 

  年度造林事業補助金交付請求書 

 

 

 

  年 月 日付け   第   号で補助金の交付決定及び額の確定通知があっ

た造林事業補助金として、下記金額を交付されるよう佐賀県補助金等交付規則及び佐

賀県造林事業補助金交付要綱の規定により請求します。 

 

 

記 

 

 

請   求   額   金        円 

 

 

 

 

金融機関名 

預金種別 

口座番号 

口座名義人 

 

 

（注）市町長が請求者の場合は、金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義人の記載

は不要。 
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様式第１１号 

 

委  任  状 

 

 

 私は、 年度造林事業補助金のうち下記金額の請求及び受領に係る権限を 

 

 

            住 所 

            氏 名                     

 

 

に委任します。 

 

 

             年  月  日 

 

 

                                        住 所 

                                        氏 名(自署)                   

 

 

記 

 

 

     事業名 

 

     金 額 

-30-



様式第１２号 

年 度  造 林 事 業 施 行 地 台 帳 
 

台帳保管機関名 

 

番 

号 

 

補助金 

受領者 

 

造林地所在地 

 

 

造林者 

 

 

造林 

区分 

 

種 別 

 

 

樹 種 

 

 

面 積 

 

 

苗 木 

本 数 

 

決定補助金額(円) 

 

備 考 

  

国 費 

 

県 費 

 

計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注）１ 年度別、造林期別、事業別に別葉とすること。 

     ２ 別に施業図、検査調書を整理すること。 

     ３ 総括位置図（縮尺１/５０,０００の地形図に施業地を記入）を作成すること。
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様式第１３号 

第     号 

年  月  日 

 

 

 佐賀県知事      様 

 

 

                     住所 

                                         氏名          

 

 

造林事業補助金申請事務取り扱い手数料届出書 

 

 

 造林事業補助金申請事務取り扱い手数料について、その料率を下記のとおり定めた

いので、佐賀県造林事業実施要領第１０の２の規定により届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 手数料率                  ％ 

 

２ 参考資料 別添のとおり    

 

 

 

 

 

（注）参考資料として、当該手数料率に決定した根拠となる総会資料等の写しを添付

すること。 
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様式第１４号 

第     号 

年  月  日 

 

 

 佐賀県知事      様 

 

 

                     住所 

                                         氏名          

 

 

造林事業補助金申請事務取り扱い手数料変更届出書 

 

 

 このことについて、下記のとおり手数料率を変更したので佐賀県造林事業実施要領

第１０の２の規定により届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 変更手数料率         ％ 

 

２ 届出済み手数料率             ％ 

 

３ 参考資料（様式第１３号に準ずる） 
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様式第１５号 

誓    約    書 

 

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、県が必要な場合には、佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。 

また、照会で確認された情報は、今後、私が県と行う他の契約等における身分確認に利用

することに同意します。 

 

記 

 

１ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（４）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって暴力団又は暴力団員を利用している者 

（５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

２ １の（２）から（７）に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団

体又は個人ではありません。 

 

  年  月  日 

（ 収 支 等 命 令 者 ） 様 

 

            〔 法人、団体にあっては事務所所在地 〕 

 

住  所                            

             〔 法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名 〕 

（ふりがな）  

氏  名                            
 

生年月日 （大正・昭和・平成）  年  月  日 

 
注 １ 氏名欄は本人が自署すること。ただし、法人の場合は、申請等に係る責任者の氏名の自署を付記し、法人代表者の氏名

を記名とすることができる。 

２ 法人の場合にあっては、担当部署の責任者及び担当者の所属部署、役職、氏名及び連絡先を確認することができる書

面を添付すること。ただし、他の方法により確認を行うことができる場合は、この限りでない。 
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様式第１６号 

第     号 

年  月  日 

 

 

佐賀県知事  様 

 

 

申請者  住所 

    氏名            

 

 

年度 造林事業一部検査依頼書 

 

 

下記のとおり造林事業の一部を完了したので、検査をされるよう関係書類  

を添えて提出します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付申請内訳書（一部）  別記のとおり 
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様式第17号

スギ 36年生

　 標準地
胸高直径

6 本数 0 0

8 本数 1 1 8

10 本数 1 1 10

12 本数 5 2 7 84

14 本数 2 3 1 6 84

16 本数 4 5 4 13 208

18 本数 2 4 6 108

20 本数 1 2 3 6 120

22 本数 1 1 2 44

24 本数 1 1 24

26 本数 0 0

28 本数 0 0

30 本数 0 0

32 本数 0 0

34 本数 0 0

36 本数 0 0

38 本数 0 0

40 本数 0 0

(B) (A)
15 14 14 0 0 0 43 690

（Ａ） 690㎝ ÷ （Ｂ） 43本 ＝ 16.05㎝

※調査表の証拠書類は補助金申請書へ添付

合計 本数

平均胸高直径：

平均胸高直径調査表（例）

樹種・林齢

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 本数計 直径合計
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様式第18号 

森林経営計画の作成に関する同意書（雛形） 

 

                                   年 月 日 

（補助金交付者） 

 ○○県知事 様 

                      住所 

                      氏名(自署)           

                                                                   

 私は、森林環境保全整備事業の補助金交付申請に当たって、次の事項について同意します。 

  

１．下記の申請箇所について、今後、森林経営計画を作成するよう努めること。また、同一林班

内又は同一区域内（森林法施行規則 平成26年農林省令第54号 第33条第１号ロに定める区域

以下「区域」という）に他の者による森林経営計画が作成されている場合は、原則として当該

申請時を含む年度の翌年度までに森林経営計画の対象森林とすること。 

 

 ２．下記の申請箇所について、新たに同一林班内又は区域内に森林経営計画が作成されるなど森

林経営計画の認定要件を満たすこととなった場合は、速やかに当該箇所を森林経営計画の対象

森林とするよう努めること。 

 

 ３．佐賀県知事は、下記の関係市町長に対し本同意書の写しを送付するとともに、下記の申請箇

所を含む林班内又は区域内において森林経営計画を作成しようとする者がいる場合は、その者

の求めに応じて本同意書を開示すること。 

 

    （○年度○期 補助金交付申請箇所）                   （単位：ha） 

番号 市町 林班 小班 申請面積 施業種 

      

      

      

 

（都道府県確認欄：該当するものにチェックする）  

☐ 上記の申請箇所は、補助金交付申請時において、同一林班内又は区域内に他の者による森林経営計画（属人

計画を除く。）が作成されていないことを市町村等を通じて確認済みである。 

☐ 上記の申請箇所は、補助金交付申請時において、同一林班内又は区域内に他の者による森林経営計画（属人

計画を除く。）が作成されている。 

☐ 上記の申請箇所は、補助金交付申請時において、同一林班内又は区域内に他の者による森林経営計画（属人

計画を除く。）が作成されているが、森林経営に関する方針等が一致しない等森林経営計画の作成に係る協議

が整わず、森林経営計画の対象森林とすることができないものに該当するものである（本同意書で確認）。 

上記の各号は「森林環境保全整備事業実施要領の運用」（平成14年12月26日付け林整整第580号整備課長

通知）の第16の３の(5)の(ア)及び(イ)に基づくものとする。 

確認日：  年  月  日   確認者職氏名：            

注）本様式は、「森林環境保全整備事業実施要領の運用」（平成14年12月26日付け林整整第580号整備課長通知）の第16の３の(5)の

規定に該当する場合に使用するものとする。また、同運用の別表1のシの規定に基づき本様式を補助金交付申請書に添付すること。 
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様式第 19-1 号（森林緊急造成に適用） 

特定機能回復事業に関する協定書 

（協定の目的） 
第１条 この協定は○○○（以下「甲」という。）が、自然条件等の理由で更新が困難な森林に
おいて、特定機能回復事業（以下「事業」という。）を実施するにあたり、森林所有者○○○
（以下「乙」という。）及び○○市（町）長（以下「丙」という。）の合意のもと、第３条に掲
げる森林において、事業の実施及び事業の実施後の森林の維持管理等に関する事項を定めるこ
とを目的とする。 

 
（協定の期間） 
第２条 この協定の期間は甲が事業を完了する翌年度から起算して１０年間とする。 

２ この協定の目的の達成のため、特に必要のある場合には、甲乙丙協議の上、この協 
定を更新することができるものとする。 

 
（協定の対象とする森林） 
第３条 協定の対象とする森林（以下「対象森林」という。）の所在及び面積等は、別紙の 
とおりとする。 
 
（整備の内容） 
第４条 甲は、協定森林について、事業により適切な森林整備を実施するものとする。 
 
（費用の負担等） 
第５条 整備に要する費用は、甲・乙協議のうえ定める。 
 
（当時者の義務） 
第６条 甲及び乙は、それぞれ次の各号に定める義務を負い、誠実に履行するものとする。 
（１）甲の義務 
   第４条の整備を実施し、その結果を乙に報告すること。 
（２）乙の義務 
  ア 事業の実施に協力し、その施行に支障を及ぼす一切の行為をしないこと。 
  イ 対象森林の境界及び所有権等の権利に関し、第三者から異議申し立てがあった場合は、

その処理解決にあたること。 
  ウ ◯◯市（町）森林整備計画に規定された森林整備の方法に関する事項を遵守する 

こと。 
  エ 事業の完了年度の翌年度から起算して１０年以内に、対象森林を森林以外の用途へ転用

しないこと及び立木竹の皆伐を行わないこと。 
  オ 乙がこの義務に違反した場合又は乙の都合により当該協定を破棄した場合は、第 

４条の整備のために要した経費のうち、甲が負担した費用相当額を甲に支払うこと。 
 
（災害等による損害） 
第７条 第４条の整備の実施中及び実施後に、火災、天災その他甲の責に帰し得ない事由 

により、対象森林に生じた損害及び第三者に生じた損害については、甲はその責任を負 
わない。 
２ 第４条の整備により、対象森林の林相が著しく変化したり、又は立木その他に損害が生
じた場合であっても、甲はその責任を負わない。 

 
（協定の継承等） 
第８条 協定期間中に対象森林の所有権を移転、又は貸借する場合には、乙は、所有権を 

取得した者又は貸借した者に対し、この協定を継承しなければならない。 
 
（特別な事情による協定の失効） 
第９条 次の各号に掲げる場合においては、この協定の全部又は一部についてその効力を失う。 
（１）対象森林の全部又は一部が公用、公共用もしくは公益事業の用に供されるとき。 
（２）火災、天災その他当事者の責に帰さない事由により、対象森林の全部又は一部が滅失した

とき。 
 
（疑義の決定） 
第１０条 この協定に関し疑義があるとき又はこの協定に定めがない事項については、甲 

及び乙並びに丙が協議のうえ定めるものとする。 
 

  年  月  日 
甲 事 業 主 体  住  所    事業主体の長(自署)      
乙 森林所有者  住  所    氏    名(自署)      

          丙 市（町）長  住  所    市 （ 町 ） 長         
 
 
注 １ 事業主体の長又は森林所有者が法人の場合、協定にかかる責任者の氏名の自署を付記し、法人代表者の氏名を記名とすることができる。 

  ２ 法人の場合にあっては、担当部署の責任者及び担当者の所属部署、役職、氏名及び連絡先を確認することができる書面を添付すること。ただし、他の

方法により確認を行うことができる場合は、この限りでない。  
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（別紙） 
協定の対象とする森林（第３条関係） 

森林の所在地 樹種 林齢 
面積 

（ha） 
施業種 実施時期 備考 

◯◯市（町）大字◯◯字○○ 

□□番地 
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様式第 19-2 号（被害森林整備に適用） 

特定機能回復事業に関する協定書 
（協定の目的） 
第１条 この協定は○○○（以下「甲」という。）が、気象害等による被害森林であって、森林
所有者の自助努力等によっては適切な整備ができない森林において特定機能回復事業（以下
「事業」という。）を実施するにあたり、森林所有者○○○（以下「乙」という。）及び○○市
（町）長（以下「丙」という。）の合意のもと、第３条に掲げる森林において、事業の実施及
び事業の実施後の森林の維持管理等に関する事項を定めることを目的とする。 

 
（協定の期間） 
第２条 この協定の期間は甲が事業を完了する翌年度から起算して１０年間とする。 

２ この協定の目的の達成のため、特に必要のある場合には、甲乙丙協議の上、この協定を
更新することができるものとする。 

 
（協定の対象とする森林） 
第３条 協定の対象とする森林（以下「対象森林」という。）の所在及び面積等は、別紙のとお
りとする。 

 
（整備の内容） 
第４条 甲は、協定森林について、事業により適切な森林整備を実施するものとする。 
 
（費用の負担等） 
第５条 整備に要する費用は、甲・乙協議のうえ定める。 
 
（当時者の義務） 
第６条 甲及び乙は、それぞれ次の各号に定める義務を負い、誠実に履行するものとする。 
（１）甲の義務 
   第４条の整備を実施し、その結果を乙に報告すること。 
（２）乙の義務 
  ア 事業の実施に協力し、その施行に支障を及ぼす一切の行為をしないこと。 
  イ 対象森林の境界及び所有権等の権利に関し、第三者から異議申し立てがあった場合は、

その処理解決にあたること。 
  ウ ◯◯市（町）森林整備計画に規定された森林整備の方法に関する事項を遵守する 

こと。 
  エ 事業の完了年度の翌年度から起算して１０年以内に、対象森林を森林以外の用途へ転用

しないこと及び立木竹の皆伐を行わないこと。 
  オ 乙がこの義務に違反した場合又は乙の都合により当該協定を破棄した場合は、第４条の

整備のために要した経費のうち、甲が負担した費用相当額を甲に支払うこと。 
 
（災害等による損害） 
第７条 第４条の整備の実施中及び実施後に、火災、天災その他甲の責に帰し得ない事由により、

対象森林に生じた損害及び第三者に生じた損害については、甲はその責任を負わない。 
２ 第４条の整備により、対象森林の林相が著しく変化したり、又は立木その他に損害が生
じた場合であっても、甲はその責任を負わない。 

 
（協定の継承等） 
第８条 協定期間中に対象森林の所有権を移転、又は貸借する場合には、乙は、所有権を取得し

た者又は貸借した者に対し、この協定を継承しなければならない。 
 
（特別な事情による協定の失効） 
第９条 次の各号に掲げる場合においては、この協定の全部又は一部についてその効力を失う。 
（１）対象森林の全部又は一部が公用、公共用もしくは公益事業の用に供されるとき。 
（２）火災、天災その他当事者の責に帰さない事由により、対象森林の全部又は一部が滅失した

とき。 
 
（疑義の決定） 
第１０条 この協定に関し疑義があるとき又はこの協定に定めがない事項については、甲及び乙

並びに丙が協議のうえ定めるものとする。 
 

  年  月  日 
甲 事 業 主 体  住  所    事業主体の長(自署)     
乙 森林所有者  住  所    氏    名(自署)     

          丙 市（町）長  住  所    市 （ 町 ） 長        
 
 
注 １ 事業主体の長又は森林所有者が法人の場合、協定にかかる責任者の氏名の自署を付記し、法人代表者の氏名を記名とすることができる。 

  ２ 法人の場合にあっては、担当部署の責任者及び担当者の所属部署、役職、氏名及び連絡先を確認することができる書面を添付すること。ただし、他の

方法により確認を行うことができる場合は、この限りでない。  
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（別紙） 
協定の対象とする森林（第３条関係） 

森林の所在地 樹種 林齢 
面積 

（ha） 
施業種 実施時期 備考 

◯◯市（町）大字◯◯字○○ 

□□番地 
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様式第 19-3 号（重要インフラ施設周辺森林整備に適用） 

特定機能回復事業に関する協定書 
（協定の目的） 
第１条 この協定は○○○（以下「甲」という。）が、鉄道、道路、送配電線といった重要イン
フラ施設周辺の森林において、特定機能回復事業（以下「事業」という。）を実施するにあた
り、森林所有者○○○（以下「乙」という。）及び○○市（町）長（以下「丙」という。）の合
意のもと、第３条に掲げる森林において、事業の実施及び事業の実施後の森林の維持管理等に
関する事項を定めることを目的とする。 

 
（協定の期間） 
第２条 この協定の期間は甲が事業を完了する翌年度から起算して１０年間とする。 

２ この協定の目的の達成のため、特に必要のある場合には、甲乙丙協議の上、この協定を
更新することができるものとする。 

 
（協定の対象とする森林） 
第３条 協定の対象とする森林（以下「対象森林」という。）の所在及び面積等は、別紙のとお

りとする。 
 
（整備の内容） 
第４条 甲は、協定森林について、事業により適切な森林整備を実施するものとする。 
 
（費用の負担等） 
第５条 整備に要する費用は、甲・乙協議のうえ定める。 
 
（当時者の義務） 
第６条 甲及び乙は、それぞれ次の各号に定める義務を負い、誠実に履行するものとする。 
（１）甲の義務 
   第４条の整備を実施し、その結果を乙に報告すること。 
（２）乙の義務 
  ア 事業の実施に協力し、その施行に支障を及ぼす一切の行為をしないこと。 
  イ 対象森林の境界及び所有権等の権利に関し、第三者から異議申し立てがあった場合は、

その処理解決にあたること。 
  ウ ◯◯市（町）森林整備計画に規定された森林整備の方法に関する事項を遵守すること。 
  エ 事業の完了年度の翌年度から起算して１０年以内に、対象森林を森林以外の用途へ転用

しないこと及び立木竹の皆伐を行わないこと。 
  オ 乙がこの義務に違反した場合又は乙の都合により当該協定を破棄した場合は、第４条の

整備のために要した経費のうち、甲が負担した費用相当額を甲に支払うこと。 
 
（災害等による損害） 
第７条 第４条の整備の実施中及び実施後に、火災、天災その他甲の責に帰し得ない事由により、

対象森林に生じた損害及び第三者に生じた損害については、甲はその責任を負 
わない。 
２ 第４条の整備により、対象森林の林相が著しく変化したり、又は立木その他に損害が生
じた場合であっても、甲はその責任を負わない。 

 
（協定の継承等） 
第８条 協定期間中に対象森林の所有権を移転、又は貸借する場合には、乙は、所有権を取得し

た者又は貸借した者に対し、この協定を継承しなければならない。 
 
（特別な事情による協定の失効） 
第９条 次の各号に掲げる場合においては、この協定の全部又は一部についてその効力を失う。 
（１）対象森林の全部又は一部が公用、公共用もしくは公益事業の用に供されるとき。 
（２）火災、天災その他当事者の責に帰さない事由により、対象森林の全部又は一部が滅失した

とき。 
 
（疑義の決定） 
第１０条 この協定に関し疑義があるとき又はこの協定に定めがない事項については、甲及び乙

並びに丙が協議のうえ定めるものとする。 
 

  年  月  日 
甲 事 業 主 体  住  所    事業主体の長(自署)     
乙 森林所有者  住  所    氏    名(自署)   

          丙 市（町）長  住  所    市 （ 町 ） 長      
 
 

 

注 １ 事業主体の長又は森林所有者が法人の場合、協定にかかる責任者の氏名の自署を付記し、法人代表者の氏名を記名とすることができる。 

  ２ 法人の場合にあっては、担当部署の責任者及び担当者の所属部署、役職、氏名及び連絡先を確認することができる書面を添付すること。ただし、他の

方法により確認を行うことができる場合は、この限りでない。  
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（別紙） 
協定の対象とする森林（第３条関係） 

森林の所在地 樹種 林齢 
面積 

（ha） 
施業種 実施時期 備考 

◯◯市（町）大字◯◯字○○ 

□□番地 
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様式第 19-4 号（林相転換特別対策（花粉発生源タイプ）に適用） 

特定機能回復事業に関する協定書 

（協定の目的） 
第１条 この協定は○○○（以下「甲」という。）が、林相転換が必要な人工林のうち花粉発生源とな
るスギを主体とする人工林であって、自助努力では伐採・植替えが進まない森林において、特定機
能回復事業（以下「事業」という。）を実施するにあたり、森林所有者○○○（以下「乙」という。）
及び○○市（町）長（以下「丙」という。）の合意のもと、第３条に掲げる森林において、事業の実
施及び事業の実施後の森林の維持管理等に関する事項を定めることを目的とする。 

 
（協定の期間） 
第２条 この協定の期間は甲が事業を完了する翌年度から起算して１０年間とする。 

２ この協定の目的の達成のため、特に必要のある場合には、甲乙丙協議の上、この協定を更新す
ることができるものとする。 

 
（協定の対象とする森林） 
第３条 協定の対象とする森林（以下「対象森林」という。）の所在及び面積等は、別紙のとおりとす

る。 
 
（整備の内容） 
第４条 甲は、協定森林について、事業により適切な森林整備を実施するものとする。 
 
（費用の負担等） 
第５条 整備に要する費用は、甲・乙協議のうえ定める。 
 
（当時者の義務） 
第６条 甲及び乙は、それぞれ次の各号に定める義務を負い、誠実に履行するものとする。 
（１）甲の義務 
   第４条の整備を実施し、その結果を乙に報告すること。 
（２）乙の義務 
  ア 事業の実施に協力し、その施行に支障を及ぼす一切の行為をしないこと。 
  イ 対象森林の境界及び所有権等の権利に関し、第三者から異議申し立てがあった場合は、その

処理解決にあたること。 
  ウ ◯◯市（町）森林整備計画に規定された森林整備の方法に関する事項を遵守すること。 
  エ 事業の完了年度の翌年度から起算して１０年以内に、対象森林を森林以外の用途へ転用しな

いこと及び立木竹の皆伐を行わないこと。 
  オ 乙がこの義務に違反した場合又は乙の都合により当該協定を破棄した場合は、第４条の整備

のために要した経費のうち、甲が負担した費用相当額を甲に支払うこと。 
 
（災害等による損害） 
第７条 第４条の整備の実施中及び実施後に、火災、天災その他甲の責に帰し得ない事由により、対

象森林に生じた損害及び第三者に生じた損害については、甲はその責任を負わない。 
２ 第４条の整備により、対象森林の林相が著しく変化したり、又は立木その他に損害が生じた場
合であっても、甲はその責任を負わない。 

 
（協定の継承等） 
第８条 協定期間中に対象森林の所有権を移転、又は貸借する場合には、乙は、所有権を取得した者

又は貸借した者に対し、この協定を継承しなければならない。 
 
（特別な事情による協定の失効） 
第９条 次の各号に掲げる場合においては、この協定の全部又は一部についてその効力を失う。 
（１）対象森林の全部又は一部が公用、公共用もしくは公益事業の用に供されるとき。 
（２）火災、天災その他当事者の責に帰さない事由により、対象森林の全部又は一部が滅失したとき。 
 
（疑義の決定） 
第１０条 この協定に関し疑義があるとき又はこの協定に定めがない事項については、甲及び乙並び

に丙が協議のうえ定めるものとする。 
 

  年  月  日 
甲 事 業 主 体  住  所    事業主体の長(自署)     

乙 森林所有者  住  所    氏    名(自署)   

          丙 市（町）長  住  所    市 （ 町 ） 長      

 
 
 
注 １ 事業主体の長又は森林所有者が法人の場合、協定にかかる責任者の氏名の自署を付記し、法人代表者の氏名を記名とすることができる。 

  ２ 法人の場合にあっては、担当部署の責任者及び担当者の所属部署、役職、氏名及び連絡先を確認することができる書面を添付すること。ただし、他の方法により

確認を行うことができる場合は、この限りでない。  
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（別紙） 
協定の対象とする森林（第３条関係） 

森林の所在地 樹種 林齢 
面積 

（ha） 
施業種 実施時期 備考 

◯◯市（町）大字◯◯字○○ 

□□番地 
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●市（町）大字●　字●

チェック項目 申請者 検査者

①十分な現地踏査を行い、地形、地質の安定している個所を通過するように計画している。

②作業システムに応じた適切な路網密度、路網配置となっている。（必要以上に高密度路網と
なっていないか。）

③路体は堅固に締め固めた土構造とし、路面の横断勾配は水平を基本とする。

④地形に沿った屈曲線形、排水を考慮した波形勾配とする。

⑤林道や公道との接続地点、地形を考慮した接続方法を適切に決定する。

⑥作設箇所は原則として35°未満として、人家、施設、水源地などの保全対象がない箇所を基
本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避け迂回方法を適切に決定する。

⑦急傾斜地の０次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過しなければならない場所は、区間を極力
短くする。

⑧渓流沿いからは離し、濁水や土砂が渓流へ直接、流入しないようにする。

⑨作設箇所については、やむを得ず35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的
に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いを通過する箇所は適切な構造物を設置する。

⑩森林施業の効率化の観点だけでなく潰れ地となる小規模森林所有者にも配慮する。

⑪環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度となるよう配慮する。

⑫造材、積込み作業等を安全かつ効率的に行うための空間を適切に配置する。

⑬希少な野生生物等が確認された場合は、路線計画や作業時期の変更等を検討・実施する。

⑭森林法等に基づく届け出等の手続きについて、林野担当部局に確認する。

⑮丸太組工を計画する場合は、丸太組工の高さをできるだけ低くするよう計画しているか。

⑯丸太組工を計画する場合は、機能を維持していくため適切な維持管理が必要となることを地
権者等に説明しているか。

施
工

幅
員

使用する林業機械と傾斜区分に対応して示されている幅員の目安に適合する。

①集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができることを基本とす
る。②集材作業を行う車両の自重、木材積載時の荷重バランス、エンジン出力等のほか、路面の固
さ、土質による滑りやすさ、急勾配ｍど路面浸食が起きやすくなること等を考慮する。

③現地条件が良い場合は概ね10°以下とし、やむを得ない場合は短区間に限り概ね14°とす
る。

④安全確保の観点から、急勾配区間と曲線部の組み合わせを避ける。

①路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。

②横断排水施設やカーブを利用して分散排水する。排水先がない場合は、側溝等により導水す
る。

③排水溝は、原則として開きょとする。

④小渓流の横断は、原則として洗い越し施工とする。

⑤丸太やゴム板による横断排水施設は、林業機械等の重量などを考慮する。

⑥排水はカーブ上部の入口部分で行い、曲線部への雨水の流入を避ける。

⑦コンクリート路面工等を設ける場合は、地山と路面工等の境界の侵食防止等の観点から横断
排水施設を設置する。

⑧横断排水施設の排水先には、岩や不用木等で水たたきを設置する。

①土質に応じた施工方法により実施する。

②幅員や土場等は必要最小限とし、残土処理を発生しないようにする。

③残土は、盛土規制法等に則して適切に処分する。

④転落事故防止のため、降坂区間やカーブで谷側を低くしない。

様式第２０号　　　　　　　森林作業道作設に係るチェックリスト

区分

路
線
計
画

基
本
事
項

縦
断
勾
配

排
水
施
設

切
土
・
盛
土

申請番号

森林の所在
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チェック項目 申請者 検査者区分

①切土高は、1.5ｍ程度以内を基本とし、高い切土が連続しないように施工する。

②切土のり面勾配は土砂の場合は６分、岩石の場合が３分を基本として施工する。（直切が可
能な場合は、切土高が１．２ｍ程度以内で実施できる。）

①盛土の基礎部から施工を始め、段切り段盛による複数層に区分し、各層30㎝程度の厚さとな
るよう十分に締め固め、繰り返し盛土する。

②盛土のり面勾配は、概ね１割より緩い勾配とする。また、盛土高が２ｍを超える場合は、１
割２分より緩い勾配とする。

③ヘアピンカーブでは、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、段
切り段盛による締固めを繰り返し行ったり、構造物を設けたりするなどして、路体に十分な強
度を持たせる。④沢、湧水箇所、地表水の局所的な流入箇所は、盛土を避け土場は設置しない。やむを得ない
場合は、排水施設を設置する。

⑤盛土の土量が不足する場合は、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行
う。

⑥腐朽し、盛土路体が劣化する原因となる末木、枝条などを盛土路体に巻き込まないように施
工しているか。

⑦作設現場にある丸太を無意味に盛土路体に巻き込まないよう施工しているか【路体の劣化を
招くだけでなく、締め固めができないので、行わない】

⑧剥ぎ取り表土を盛土のり面の緑化材料として活用しているか。

⑨平坦地の施工においては、上層と深層の土の入れ替えを行ったか。（天地返し）

⑩根株（特に広葉樹）の処理は安全に置く、又は路体の中に入れず適正に設置、処理したか。

曲
線
部

林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみを考慮した曲線部の拡幅を
行う。

①構造物は、現地条件に応じた規格・構造とする。

②軟弱地盤を通過する際は、水抜き処理、側溝の設置、丸太による路面補強等を行う。

③森林作業道の作設に不向きな黒ぼくや粘土質のロームなどの箇所を通過する場合は、必要な
路面支持力を得るため、砕石を施すなどの対策をとる。

④火山灰土など一度掘り起こすと締め固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、火山灰
土などの深さに応じて、剝ぎ取ったり深層と混ぜ合わせたり等の工夫をする。

⑤２ｔ積トラックなど設置圧の高い車両が走行する場合には、荷重の分散及び路肩を保全する
ため丸太組による路肩補強土を施工する。

①斜面の方向や気象条件を考慮し、必要最小限の幅とする。

②幅は、土質条件や風衝を考慮して決定する。

③路線沿いの立木は、できるだげ残す。

人家、道路等の保全対象が周囲にある場合は作設しない。やむを得ず作設する場合は、土砂が
流出したり、土石が周辺に転落したりしないよう、必要な対策をとる。

①一般車両の侵入を禁止するなどの適正な管理を行う。

②森林作業道の管理主体を明確にする。

③　丸太組工を施工したときは、地権者等に対して、施工箇所（外から施工箇所を確認できな
い場合）、腐朽状況の確認方法及び維持管理の方法等機能維持に必要な対策を具体的に説明し
た記録があるか。

盛
土

切
土

周辺環境
への配慮

管
理

構
造
物
等

伐
開

施
工
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